
令 和 6年 3月 27日

教育委員会定例会議案書

草津市教育委員会





ヤジ

付議事項 (6件 )

議第 12号 草津市教育委員会附属機関運営規則の一部を改正する規則案

議第 13号 草津市美術展覧会実施規則の一部を改正する規則案

議第14号 草津市地域学校協働活動推進員の委嘱にっき議決を求めることに :
ついて                 :

議第15号 草津市スポエツ推進委員の委嘱につき議決を求めることに

ついて         :

議第16号 草津市スポーツ推進審議会委員の委口属にう
.き

議決を求めることに

ついて

議第 17号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により教育

委員会の事務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決

を求めることについて

)
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議第 12号

章津市教育委員会附属機 関運営規則の一部 を改正す る規則案

上記の議案を提出する。

令 和 6年 3月 27日

草津市教育委員会

教育長 藤田 雅也
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草津市教育委員会附属協毛関運営規則ゐ一部を改正する規則

草津市教育委員会附属機関運営規則 (平成 25年車津市教育委員会規則第 2号)の二部を次の表

のように改正する。

i  (下 線部分は改正部分)

改正後

附属機関

の名称

委員資格者 所属

委員

局

画策

員会

(1)学識経験を有する者

(2)外護者

(3)小中学校の関係者

(4)地域住民を代表する

者

(5)社会教育関係団体を

代表する者

(6)就学前施設の関係者

(7)草津市市民参加条例

(平成 24年草津市条

例第 21号)第 8条

定する公募により選考

する市民 (以下「

民」という。 )

(8)そ の他教育委員会が

必要 と認 め る者

り≫

《現行ど 現行 どお り≫ ≪現行 ど

り≫

学識経験を有する者

小中学校の関係者

就学前施設の関係者

地域住民を代表する

する活動を行うき

関係する団体を代表

1

者

5 家庭教育の向上に資

する者

第 1条～第 10条≪現行どおり≫

別表第 1(第 2条・第 9条関係 )

別表第 2(第 3条第 2項関係 )

第 1条ミ第 10条≪省略≫

別表第 1(第 2条 !第 9条関係)

別表第 2(第 3条第 2項関係 )

附属機関

の名称

委員資格者 所属

(1)学識経験を有する者

(2)PTAを代表する者

(3)学校教育の関係者

(4)地域住民を代表する

者

(5)社会教育関係団体を

代表する者

(6)保育所の関係者

(7)草津市市民参加条例

(平成 24年草津市条

例第 21号)第 8条に

定する公募により選考

する市民 (以下「公募

民」という。 )

(8)その他教育委員会が

必 と認める者

員

局

《省略≫ 《省略≫ 《省略≫

《改正後

に新設≫

≪改正後に新設≫ 《改正後

に新設≫
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附属機関の名称
附属機関の名称

≪省円各>>《現行 どお り》≪現行 どお り≫
《改正後に新設》

の

付 員J         .

この規則は、令和6年 4月 1日 から施行する。
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議第 13号

草津市美術展覧会実施規則の二部を改正する規則案

上記の議木安を提出する。

令不日6年 3月 2_7日

草津市教育委員会

教育長 藤西 雅也
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草津市美術展覧会実施規則の一部を改正する規則

事津市美術展覧会実施規則 (昭和56年草津市教育委員会規則第1号)の一部を次の表のよう

に改正する。

(下線部分は改正部分)

付 貝J          ′

この規則は、令和 6年4月 1日 から施行する。

改正後 改正前

第 1条～第 8条 ≪現行どおり》

(作品の種別 )

第 9条 展覧会は、作品の種別ごとに次の 7部

に分ける。

(1)～ (6)≪現行どおり》

(7近 第 7部 イラスト '

第 19条～第 16条  《現行どおり〉>

第 1条～第8条 《省略≫

(作品の種別 )

第 9条 展覧会は、作品の種別ごとに次の二部

に分ける。

(1)～ (6)≪省略≫  :
≪改正後に新設≫

第 10条～第 16条 《省略》
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議第 14号

草津市地域学校協働活動推進員の委嘱につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

令不日6年 3月 2 7 日

草津市教育委員会

教育長 藤田 雅也
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草津市地域学校協働活動推進員の委嘱につき議決を求めることについて

次の者を、社会教育法 (昭和24年 6月 10日法律第207号)第 9条の7第 1項の

規定に基づき、草津市地域学校協働活動推進員に委嘱することにつき、本委員会の議決

を求める。           i
記

(別表)令和6年度 草津市地域学校協働活動推進員 (地域協働合校地域コーディネー
ター)委嘱者一覧の通り

任期 令和6年 4月 1日 から令和7年 3月 31日 まで
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)

(別表)苓和 6年度 革津市地域学校協働活動推進員 (地域謗働合校地域 コーデイネータイ)寮嘱者
二

車

ゝ

-11-

経験年数
名  前小学校

7年 目
書館運営サポーター、放課後自習広場支援員

現  図
井 一戸 部代

6年 目
ヤマナカ

山中 由紀子

新 規フクムラ  タマエ

福村 珠江

3年 目

北 恵子志津南ノト学校

3年 目員 )童委(主任児員児童委員区車津学 民生委現
広場支援員自習放課後現符容 第律草津小学校

6年 目

鶏 辞草津第二小学校

9年 目現 学校図書館ボランテイア

元 渋川小PTA会長
イナワムラ ンノア

澤村 忍

4年目協ヽ議会幹事Vした草津市地球冷や現
員生活動推進現山本 慌写朱倉小学校

5年 目
老上ノJヽ 学校

現 スクエルサポ~ト スタンフ作群”斬
老上西万ヽ学校

2年 目玉

玉

一万
一死

小学校PTA役員
中阿都 有夏

新規
現 図書室サポーター百肝 ガ美

5年 目
一死 三川幼稚園PTA会長オカダ

岡田 やよい南笠東/Jヽ 学校

9年 目一万
一ガ

小学校教員
松原中学校心のオアシス相談員

ナカンマ  タミエ

中島 民慈

2年 目

中島 好子

6年 目

小寺 厚子

2年 目

一粁
”
寺ヽ

コ

河

笠縫小学校

6年 目
元 教室アシスタント支援員縞 苛軒

2年 目

謡 胞
新規ヤマ/チ

口 美登里山

4年 目司保護現市教育研究所長/」 学ヽ校校長死

会代議員県教育滋賀会会長草 津市教育現縮篭 ィ;lfl三;`

3年 目
元 常盤 自治連合会会長、穴村町内会暑夕井 廣一

2年 目
元 常盤学区まちづくり協議会会長

宴笑 茜笥
新 規員委児 童主任童 委 員区民生委員児渋 ) 学現

員中津 学校運営協議委草現草津中学校 f琶荷 馨リ
新 規

老上中学校 1ヒリ|1 健

新 規現

元 ン

代 表然 舎もど 自とさが ら野 子あ
員タセ学 習環境琵琶湖博物館貰g平ョ 藤ル玉川中学校

3年 目

焼 苗移松原中学校

新 規現

元
高穂 中学校特支アシスタン 委員児童委員卜、民生

中学校教員木村 正雄新堂中学校

任期 令和 6年 4月 1日 から令和7年 3月 31日 まで



■社会教育法 (抜粋 )

(地域学校協働活動推進員 )

第九条の七 教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施 を図るため、社会的信望が

あり、かっ、地域学校協働活動の推進に熱意 と識見を有する者の うちから、地域学校協働活動推

進員を委嘱することができる。

2 地域学校協働活動推進員は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力

して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民

等に対する助言その他の援助を行う。

■草津市地域学校協働活動推進員設置要綱 (抜粋 )

(目 的)

第 2条 地域コーディネーターは、社会教育法第 5条第 2項に基づく地域学校協働活動に関する事項に

つき、教育委員会の施策に協力し、地域住民等と学校との間の情報の共有を図り、地域学校協働活動 :

を円滑かつ効果的に推進することを目的とする。

(設置)

第 3条 教育委員会は、草津市立の各小・中学校区 (以 下「学校区」というと)に地域コーディネーター

を置くことができる。

(定数)

第 4条 地域 コーディネーターの数は、地域の実情を考慮のうえ、学校区 1名程度を原則とする。

(資格および委阿属)

第 5条 地域 コーディネーターは、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、当該

学校区の学校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(委嘱期間および解職 )

第 6条 地域 コーディネーターの委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末 日までとす

るとただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、地域コーディネーターが次の各量のいずれかに該当すると認めた場合は、解嘱する

ことができる。

(1)心身の故障のため職務の遂行に支障があり、または、これに堪えられないと認められる場合

(2)その他地域コーディネーターとしてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(職務)

第 7条 地域 コーディネーターの職務は、久の各号のとお りとする。

(1)担 当する学校区の学校事情および年間カ リキ■ラムの把握ならびに地域ボランティアについて

の情報提供に関する活動

(2)担域ボランティアとの連絡および調整

(3)地域ボランティアに係る情報収集、募集および依頼に関する活動

(4)地域コーディネーターとしての活動記録 (出 勤簿、事業計画書、実施報告書等)の記入および記

録

(5)学校・地域の教育活動への支援および参加促進に関する活動

(6)そ の他地域コーディネーターの設置の目的を達成するために必要な活動
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議第 15号

草津市スポーツ推進委員の委嘱につき議決を求めることにういて

上記の議木安を提出する。

令和 6年 3月 27日

草津市教育委員会

教育長 藤田 昨也

-13-



草津市スポーツ推進委員の委嘱につき議決を求めることについて

次のとおり、スポーツ基本法 (平成 23年法律第 78号)第 32条第 1項の規定に基づ

き、草津市スポーン推進委員を委嘱することにつき、本委員会の議決を求める。

記

氏   名 備  考

青木 天 志津学区

糸瀬 勇 志津学区

/1ヽ 野澤 勝見 志津学区

奥野 紀子 志津学区

辻本 太一 志津南学区

橘 優子 志津南学区

川田 良寛 志津南学区

高田 篤司 志津南学区

池 田 昌隆 草津学区

稲田 優 草津学区

尾松 敦 草津学区

谷川 孝浩 草津学区

湯浅 健弘 大路区

野田 徳雄 大路区

伊勢村 恵子 大路区

田中 育也 大路区

北川 員造 渋)|1学 区

・北川 稔 渋川学区

曽和 照子 渋川学区

小山 博 渋川学区

永井 章彦 矢倉学区

北 泰治 矢倉学区

豊田 賢児 矢倉学区

江 島 省 三 矢倉学区

遠藤 英孝 老上学区

中井 伸治 老上学区

角野 幸子 老上学区

服部 勝義 老上西学区
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山崎 弘美 老上西学区

人戸 智紀 老上西学区

向井 誠 老上西学区

岡山 茂子 玉川学区

井藤 孝 玉川学区

古川 照幸 玉川学区

一谷 忠治 玉川学区

大塚 潔 南笠東学区

太田 薫 南笠東学区

齊藤 祐子 南笠東学区

福別府 秋美 南笠東学区

横江 良之 山田学区

岡 雅則 山田学区

木村 辰弘 山田学区

嘉悦 和子 笠縫学区

藤原 信す 笠縫学区

中瀬 仁子 笠縫学区

山元 寛幸 笠縫学区

欽内 伸一 笠縫東学区

橘 茂道 笠縫東学区

西田 繁 笠縫東学区

吉祥 下美 笠縫東学区

福西 和夫 常盤学区

的場 浩 常盤学区

松山 和彦 常盤学区

米田 慎 常盤学区

任期 令和 6年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(ャ
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スポーン基本法 (抄)

(ス ポーツ推進委員 )

第二十二条 市町村の教育委員会 (特定地方公共団体にあらては、その長)は、当該

市町村におけるスポーンの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、ス

ポTノイ1関すo深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱

意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。
2 スポーン推進委員は、当該市町村におけるスポーンの推進のため、教育委員会規

則 (特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、ス

ポ下ツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーンの実技
の指導その他スポーンに関する指導及び助言を行うものとする。
3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。

草津市スポーツ推進委員に関する規則 (抄 )

(職務 )

第 2条 スポーツ推進委員は、住民のスポエツ推進に関 し、その分担する地域または

事項について、次の職務を行 う。

(1)住民の求めに応 じてスポーンの実技の指導を行 うこと。

(2)住民のスポーン活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3)ス ポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行 うこと。

(4)学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行 うスポーツの行事または事業に関

し、協力すること。                    `
(5)ス ポーン団体その他の団体が行 うスポーンに関する行事または事業に関 し、求め

に応 じ協力すること。

(6)住民一般に対 し、ス!ポーンについて理解を深めること。

(7)前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行 うこ

と。

2‐ 前項の規定によリスポーツ推進委員が分担する地域または事項は、教育長が定め

る。

(定数 )

第 3条 スポーッ推進委員の定数は、 56人 とする。

(任期 )|

第 4条 スポーッ推進委員の任期は、 2年とする。ただ し、補久のスポーツ推進委員
の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中

においてもスポーツ推進委員を免職することができる。
3 スポーツ推進委員は、再任 されることができる。
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議第 16号

車津市スポーツ推進審議会委員の委嘱にっき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

令 和 6年 3月 37日

革津市教育委員会

教育長 藤田 雅也
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車津市スポーツ推進審議会委員の委嘱につき議決を求めることについて
次の者を、草津市スポーッ推造審議会に関する条例 (昭和 37年草津市条例第 17号 )

第4条の規定に基づきく草津市スポーッ推進審議会委員に委嘱するこどにっき、本委員
会の議決を求める。

ヨヨ
言[二

区分 氏名 任期 備考

(3号委員)

スポーツ関係団体等に

より推薦された者 山元 義宣

令不日6年 4月 1日 から

(仮称)新志津運動公園

整備基本計画の策定に向

けた調査・審議が終了す

る日まで

臨時委員

(3号委員)

スポー ツ関係団体等 に

より推薦 された者 奥田 文男

令不日6年 4月 1日 か ら

(仮称)新志津運動公園

整備基本計画の策定に向

けた調査・審議が終了す

る日まで

臨時委員

(4号委員)

公募市民

佐々木 創野

令不日6年 4月 1日 から

(仮称)新志津運動公園

整備基本計画の策定に向

けた調査・審議が終了す

る日まで

臨時委員
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草津市スポーン推進審議会に関する条例 (抄 )

(設置)

第1条 スポーツ基本法 (平成29年法律第7s号。以下「法」という。)第 31条の

規定に基づき、革津市スポーツ推進審議会 (以下「審議会」メという。)を置く。

(任務)

第 2条 審議会は、法第 35条に規定するもののほか教育委員会の諮甲に応じててるポ

■ツの推進に関する次に掲げる重要事項について調査審議するほか、これらの車要事

項に関し、必要に応じて教育委員会に建議すると

(1)法第 10条第 1項 I手 規定するスポイツ推進計画に関すること。

(2)ス ポーツの施設および設備の整備に関すること。

(3)不 ポーンの指導者の養成およびそ9資質の向上に関すること。

(4)スポーツの事業の実施および奨励啓蒙に関すること6     1
(5)スポーツの団体の育成強化に関すること。

(6)スポーンによる事故の防止対策に関すること。

(7)ス ポーンの技術水準の向上に関すること。

(8)前各号に掲げるもあのlよ 分、スポ~ツ の推進に関すること。

(組織) i
第 3条 審議会は 10人の委鼻で組織する。

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは審議会に臨時萎員を置くこと

ができる。

3 委員および臨時委員は非常勤とする。

(委員)

第 4条 審議会の委員および臨時委員は次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が

委口属し、または任命する。

(1)´ 学識経験者

(2)関係行政機関の職員

(3)ス ポーツ関係団体等により推薦された者

(4)草津請市民参力日条例 (平成 24年草津市条例第 21号)第 8条の公募により浮

考する市民   :
(会長等)

第 5条 審議会に会長および副会長を置く▼

2 会長および副会長は委員の耳選によつてこれを定める。

3 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐 し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第 6条 審議会の委員の任期は 2年 とするもただし 補ヽ欠委員の任期は前任者の残任期

間とする。

2 臨時委員は特別の事項に関する調査審議を終了した時は退任するものとする。
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議第 17号

て

上記の議案を提出する。

令和 6年 3月 27日

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定|と より教育委員会の

事務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについ

草津帝教育委鼻会

教育長 藤田 挙也
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により教育委員会の事務に関

~す
る議案について意見を市長に申し出るにつき議決iを求めることについて

小中学校体育館等空調設備設置工事請負契約に対する意見を市長に申し出るにつきく地方教育

行政の組織及び運営に関する法律 '(昭和31年法律第 162号)第 29条の規定に基づき、本委

員会の議決を求める。            ｀

記

j意見  特になし
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契約の締結につき議決を求めることについて

小中学校体育館等空調設備設置工事請負契約を次のように締結することにつき、地方自治法 (

昭和 22年法律第 67号)第 96条第 1項第 5号および議会ゐ議決に付すべき契約および財産の

取得または処分に関する条例 (昭和 39年草津市条例第 15号)第 2条の規定に基づき、議会の

議決を求める。

記

契約の目的

契約の方法

契約の金額

契約の相手方

小中学校体育館等空調設備設置工事

条件付一般競争入札

1, 849, 540, 000円

大崎 。草津特定建設工事共同企業体

守山市下之郷二丁目5番 8号

大崎設備工業株式会社 代表取締役 大 崎 裕 士

草津市東草津二丁目3番 38号

草津設備株式会社 代表取締役 木 村 哲 久

草津市内一円

契約締結日から令和 7年 3月 24日 まで

エアコン設置数

・小学校 14校 室外機 (20馬力)42台 、室内機 (5馬力)168台

・中学校 6校 室外機 (20馬力)33台 、室内機 (5馬力)132台

調査・設計業務一式

工事監理業務一式

設置工事一式

(参考)

工事場所

工事期間

工事の概要
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